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1 P72 P92
第Ⅳ章 行為の制限に

関する事項

安楽島のソーラーパネ
ル。あれは誰がやった
のですか？
国立公園の景観として
最悪です。

　本計画(案）では、景観に影響
を与えることが予想される行為
については、建築物等が周辺の
景観と調和したものとなるよう
「景観形成基準」を定めていま
す。
　また、太陽光発電設備を今後
設置する場合、規模により、市
へ届出が必要となり、設置場所
や、色彩について配慮していた
だくことになります。
　これにより、伊勢志摩国立公
園地域内である本市において、
景観の調和が図られることが期
待できるものと考えています。

2 - - 該当箇所なし

城山公園の舟の遊具が
サビていて景観が悪
い。♡TOBAにお金をか
けるなら、まず舟の遊
具をきれいにした方が
いいとおもいます。

計画への反映は行いませんが、
ご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。
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